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明
治
十
年
九
月
西
南
戦
役
終
結
の
後
数
ヶ
月
経
た
頃
に
は
、
物
価
騰
貴
の
現
象
が
漸
く
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
通
貨
量
の
 
 

過
剰
に
よ
る
の
か
、
あ
る
い
は
国
際
収
支
の
不
均
衡
に
よ
る
正
貨
流
出
に
起
因
す
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
見
解
の
相
違
が
あ
 
 

り
、
し
た
が
っ
て
、
物
価
騰
貴
を
抑
制
す
る
に
は
国
内
均
衡
と
国
際
均
衡
の
い
ず
れ
を
選
択
す
べ
き
か
の
問
題
に
つ
い
て
論
議
の
対
 
 

l
 
 

立
が
生
じ
た
。
 
 
 

明
治
九
年
八
月
国
立
銀
行
条
例
改
正
の
際
に
、
政
府
は
そ
の
銀
行
券
発
行
を
厳
重
な
正
貨
準
備
制
度
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
銀
行
 
 

券
流
通
の
障
碍
と
な
る
と
し
て
通
貨
免
換
制
に
変
更
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
民
間
ノ
融
通
ヲ
開
キ
物
産
蓄
殖
ノ
資
本
ヲ
輔
ケ
シ
メ
」
 
 
 

よ
う
と
し
ね
。
こ
の
国
立
銀
行
条
例
改
正
の
結
果
、
明
治
九
年
六
月
末
日
に
僅
か
六
二
、
四
五
六
円
に
過
ぎ
な
か
っ
た
銀
行
券
発
行
 
 

高
は
、
明
治
十
年
十
二
月
末
日
に
は
一
三
、
三
五
二
、
七
五
一
円
に
、
さ
ら
に
十
一
年
十
二
月
末
日
に
は
二
六
、
二
七
九
、
0
〇
六
 
 

円
に
ま
で
増
加
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
政
府
が
国
立
銀
行
条
例
改
正
の
理
由
と
し
て
あ
げ
た
銀
行
券
の
流
通
拡
大
、
金
融
の
疎
通
と
 
 

明
治
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
地
租
米
納
論
 
 

明
治
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
地
租
米
納
論
 
 

岡
 
 
 田
 
 
 俊
 
 
平
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い
う
目
的
は
達
成
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
国
立
銀
行
券
発
行
増
加
額
に
は
、
西
南
戦
役
の
軍
事
費
支
弁
の
た
め
に

明
治
十
年
五
月
以
降
第
十
五
国
立
銀
行
か
ら
政
府
に
貸
上
げ
ら
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
貸
上
金
は
明
治
十
年
末
に
は

九
、
四
八
六
、
〇
〇
〇
円
で
あ
る
が
十
一
年
末
に
は
一
、
五
〇
〇
万
円
と
な
っ
て
い
る
ｏ
し
た
が
っ
て
、
銀
行
券
流
通
額
は
急
増
し

た
が
、
そ
れ
の
す
べ
て
が
政
府
の
目
指
し
た
よ
う
に
物
産
増
殖
の
効
果
を
生
み
出
す
部
門
に
投
資
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
西
南
戦
役
臨
時
費
と
し
て
政
府
紙
幣
二
、
七
〇
〇
万
円
が
発
行
さ
れ
、
明
治
九
年

末
の
政
府
紙
幣
流
通
額
は
九
、
三
三
二
万
円
余
で
あ
っ
た
の
が
、
十
年
末
に
は
九
、
三
八
三
万
円

余
、
十
一
年
末
に
は
一
一
、
九
八
〇
万
円
余
に
増
加
し
て
い
た
。
こ
の
期
間
に
米
・
麦
・
豆
等
の
主

要
消
費
財
の
価
格
は
上
表
の
如
く
騰
貴
し
て
い
る
。

　
米
の
作
柄
は
明
治
ハ
、
九
年
と
豊
作
で
あ
り
米
価
下
落
の
傾
向
を
現
わ
し
て
い
た
が
、
政
府
の
米

価
調
節
策
に
よ
っ
て
農
民
の
困
窮
を
防
禦
す
る
こ
と
に
努
力
が
払
わ
れ
て
い
た
。
十
一
年
は
収
穫
高

二
、
五
〇
〇
万
石
と
い
う
凶
作
で
米
価
騰
貴
の
兆
候
を
示
し
た
。
し
か
る
に
、
十
二
年
に
は
三
、
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匈

○
○
万
石
の
豊
作
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
米
価
は
続
騰
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
米
価
の
動
向
、
一
般
物
価
上
昇
の
原
因
を
探
究
す
る
に
当
っ
て
、
上
述
し
た
財
政
赤

字
補
填
の
た
め
の
政
府
紙
幣
の
増
発
と
銀
行
貸
出
条
件
緩
和
に
よ
る
銀
行
券
急
増
の
現
象
を
と
ら

え
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
原
因
は
専
ら
不
換
紙
幣
の
増
発
に
あ
る
と
し
て
、
従
来
の
殖
産
興
業
資

金
供
給
政
策
を
批
判
し
、
速
か
に
流
通
紙
幣
量
の
縮
減
を
実
行
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
意
見
が

亢
ぶ
っ
て
き
た
。
例
え
ば
不
換
紙
幣
イ
ン
フ
レ
の
弊
害
を
強
調
し
、
明
治
十
四
年
以
降
大
蔵
鄕
と
し
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て
果
敢
な
デ
フ
レ
政
策
を
断
行
し
た
松
方
正
義
は
そ
の
報
告
書
「
紙
幣
整
理
始
末
」
に
お
い
て
、
紙
幣
増
発
の
結
果
、

　
　
　
「
紙
幣
価
格
ノ
下
落
ト
ナ
リ
、
正
貨
ノ
輸
出
ト
ナ
リ
、
貿
易
上
輸
入
ノ
超
過
ト
ナ
リ
、
物
価
及
金
利
ノ
騰
貴
ト
ナ
リ
、
公
債
証

　
書
ノ
下
落
ト
ナ
リ
シ
コ
ト
、
又
更
二
怪
ム
ニ
足
ラ
サ
ル
ヲ
知
ル
ヘ
キ
ナ
リ
」

と
述
べ
て
い
る
。

　
国
立
銀
行
券
の
発
行
が
正
貨
兌
換
制
か
ら
通
貨
兌
換
制
に
変
更
さ
れ
、
政
府
紙
幣
が
発
行
準
備
に
組
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

時
に
、
ア
ラ
ン
・
シ
ャ
ン
ド
は
不
換
紙
幣
の
増
加
よ
り
生
ず
る
弊
害
を
詳
説
し
て
、
国
立
銀
行
条
例
の
改
正
に
反
対
し
た
。
す
な
わ

ち
、

　
　
　
「
目
下
日
本
ノ
通
用
紙
幣
ハ
其
数
多
キ
ュ
過
キ
其
価
随
テ
下
落
シ
タ
ル
ハ
政
府
ノ
明
知
ス
ル
所
ナ
リ
、
而
シ
テ
今
ス
タ
一
ノ
処

　
置
ノ
（
筆
者
注
、
国
立
銀
行
条
例
改
正
の
こ
と
）
其
結
果
ハ
必
ス
通
貨
ヲ
過
分
ニ
シ
其
下
落
ヲ
増
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
施
行
ス
ル
ハ
豈
驚
愕

　
ス
ヘ
キ
ナ
ラ
ス
ヤ
、
願
フ
ニ
紙
幣
ヲ
増
加
ス
ル
ハ
エ
業
ヲ
勧
誘
シ
物
産
ヲ
増
殖
ス
ヘ
シ
ト
考
定
シ
タ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
」

と
、
政
府
に
殖
産
興
業
資
金
供
給
の
意
図
の
あ
る
点
を
認
め
て
は
い
る
か
、
彼
は
こ
の
政
策
に
対
し
て
、
単
純
な
貨
幣
数
量
説
に
し

た
が
い
、

　
　
　
「
貨
幣
ナ
ル
モ
ノ
ハ
其
高
ヲ
増
加
ス
レ
ハ
其
価
格
即
チ
下
落
ス
ト
云
フ
コ
ト
ハ
吾
人
カ
記
銘
シ
テ
須
叟
モ
忘
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ

　
ノ
ナ
リ
」

と
い
う
原
理
に
も
と
づ
い
て
、
新
ら
た
に
増
加
す
る
通
貨
は
需
要
を
増
加
せ
し
め
物
価
を
騰
貴
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
非
難
す

る
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
「
銀
行
カ
此
ノ
新
造
ノ
通
貨
ヲ
貸
シ
出
ス
間
ハ
物
価
ハ
騰
昂
シ
庶
出
ハ
増
加
ス
ル
ヲ
以
テ
一
時
繁
栄
ノ
外
貌
ヲ
現
出
ス
ト
雖
モ
」
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そ
の
営
営
は
外
観
の
み
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
物
価
騰
貴
、
射
利
取
引
の
み
の
隆
盛
、
実
質
的
な
需
要
の
縮
少
、
輸
出
の
後
退
等
の

弊
害
が
発
生
す
る
こ
と
を
説
き
、
政
府
紙
幣
の
発
行
を
止
め
て
、
イ
ギ
リ
ス
・
ン
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
等
の
先
例
に
な
ら
い
単
一
発
券

銀
行
に
よ
る
兌
換
銀
行
券
発
行
制
度
の
実
施
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
開
申
し
て
い
る
。

　
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
当
時
紙
幣
頭
で
あ
っ
た
得
能
良
介
は
、
大
政
奉
還
直
後
の
内
政
混
乱
期
に
止
か
を
得
ず
政
府
紙
幣
が
発
行

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
他
は

　
「
巨
大
ノ
公
益
ヲ
興
ス
国
是
ノ
資
本
ニ
シ
テ
敢
テ
浪
費
ト
同
視
ス
可
キ
モ
ノ
ニ
非
ル
ナ
則
」

と
反
駁
し
、
ま
た
政
府
紙
幣
に
対
し
て
は
準
備
金
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
政
府
紙
幣
は
不
換
紙
幣
で
あ
る
と
呼
ば
れ
て
い
る

が
、
も
し
正
貨
兌
換
を
強
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
兌
換
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
当
面

の
急
務
は
、

　
「
民
間
ノ
金
銀
流
通
ノ
道
ヲ
開
キ
、
茲
二
其
貸
借
ノ
便
ヲ
与
へ
、
物
産
ノ
繁
殖
ヲ
計
ル
モ
ノ
ニ
ア
リ
」

と
抗
弁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
殖
産
興
業
資
金
の
供
給
を
目
標
と
す
る
通
貨
政
策
を
行
な
い
、
金
融
制
度
の
育
成
を
進
め
て
き
た
維
新
政
府
は
、
経

済
成
長
を
促
進
す
る
に
必
要
な
通
貨
の
供
給
を
縮
少
す
る
こ
と
に
強
い
抵
抗
を
感
じ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
明
治
十
年
以
後
、
物
価
騰
貴
、
洋
銀
相
場
騰
貴
の
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
た
こ
と
の
原
因
は
、
紙
幣
流
通
量
が
急
増
し
た
こ
と
に
あ

る
と
い
う
主
張
が
強
ま
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
そ
の
原
因
は
紙
幣
発
行
の
過
剰
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
連
年
の
国
際

収
支
の
赤
字
に
よ
る
正
貨
流
出
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
固
執
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
対
策
と
し
て
洋
銀
相
場
調
整
に
重
点

を
お
き
、
ま
た
産
業
振
興
資
金
の
供
給
を
重
視
す
る
立
場
を
捨
て
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
政
府
は
世
論
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
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ず
、
明
治
十
一
年
八
月
に
「
公
債
及
紙
幣
償
還
概
算
書
」
を
調
製
し
、
さ
ら
に
翌
十
二
年
六
月
に
は
、
こ
の
概
算
書
を
修
正
し
て

　
「
国
債
紙
幣
銷
還
方
法
」
を
発
表
し
た
。

　
こ
の
「
国
債
紙
幣
銷
還
方
法
」
の
実
施
に
必
要
な
条
件
を
説
明
す
る
も
の
が
、
同
年
六
月
二
十
七
日
付
の
大
蔵
鄕
大
隈
重
信
に
よ

る
「
財
政
四
件
ヲ
挙
行
セ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
ノ
議
」
で
あ
る
。
こ
の
建
議
は
断
然
挙
行
す
べ
き
財
政
政
策
と
し
て
四
件
を
あ
げ
て
い
る

が
、
そ
の
第
三
に
「
紙
幣
支
消
ノ
額
ヲ
増
シ
テ
之
ヲ
裁
断
二
付
ス
ル
事
」
を
あ
げ
て
い
毎
し
た
が
っ
て
、
政
府
に
お
い
て
も
紙
幣

発
行
額
消
却
の
意
図
が
あ
る
こ
と
は
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
政
府
が
紙
幣
の
過
剰
発
行
を
非
難
す

る
主
張
を
容
認
し
た
も
の
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
単
に
紙
幣
の
増
発
を
も
っ
て
洋
銀
騰
貴
の
原
因
と

し
、
物
価
の
昂
貴
も
専
ら
こ
れ
に
原
因
す
る
と
い
う
批
判
は
「
妄
想
虚
声
」
「
吠
空
ノ
虚
声
」
に
す
ぎ
な
い
。
紙
幣
発
行
量
の
増
加

は
地
租
の
金
納
化
、
貨
幣
経
済
の
発
展
の
結
果
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
ま
た
ま
正
貨
流
出
、
洋
銀
相
場
騰
貴
の
傾
向
が
著
し

い
時
期
に
際
会
し
た
た
め
に
、
世
人
は
そ
れ
ら
が
紙
幣
増
発
に
よ
る
も
の
と
誤
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
、
大
隅
重
信
は
反
駁
し
て

い
る
。
明
治
十
二
、
三
年
の
政
府
の
通
貨
政
策
を
見
て
も
、
政
府
保
有
の
銀
貨
放
出
、
洋
銀
取
引
所
の
設
置
あ
る
い
は
横
浜
正
金
銀

行
の
設
立
等
、
洋
銀
相
場
調
整
を
対
象
と
す
る
も
の
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
原
因
を
貨
幣
面
か
ら
の
み
見
る
論
議
の
他
に
、
政
府
が
政
策
目
標
と
し
て
き
た
生
産
資
金
供

給
が
十
分
に
生
産
力
効
果
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
明
治
十
二
年
七
月
五
日
の
大
蔵
省
大
書
記
官
河
瀬
秀
治
に
よ
る
「
財
政
之
儀
二
付
建
言
」
に
、

　
　
　
「
紙
幣
ノ
増
発
ハ
決
シ
テ
洋
銀
ノ
騰
貴
ヲ
起
サ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
只
其
用
途
宜
シ
キ
ヲ
得
サ
リ
シ
カ
為
メ
輸
入
ノ
増
進
ニ
ハ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

　
因
ト
成
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
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と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
政
府
の
通
貨
政
策
に
対
し
て
反
省
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
明
治
十
四
年
九
月
に
松
方
正
義

は
、
従
来
と
ら
れ
て
き
た
政
府
の
通
貨
供
給
政
策
に
つ
い
て
。

　
　
　
「
物
産
興
隆
ノ
事
二
於
テ
ハ
紙
幣
ヲ
便
用
シ
テ
貲
本
ヲ
流
通
ス
ル
ノ
道
ア
ル
ヲ
弁
セ
ペ
」

と
述
べ
、
さ
ら
に
、
明
治
二
十
年
五
月
に
大
蔵
省
の
省
務
参
照
の
た
め
に
印
刷
さ
れ
た
「
貨
政
考
要
」
で
も
、
政
府
の
紙
幣
発
行
政

策
は
、
「
資
本
卜
紙
幣
ト
ヲ
同
視
シ
、
紙
幣
増
加
ス
レ
ハ
資
本
亦
タ
増
加
ス
ヘ
シ
ト
妄
想
」
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

－90－



　
明
治
十
年
代
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
原
因
お
よ
び
そ
の
対
策
に
つ
い
て
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
論
議
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て

い
る
間
に
あ
っ
て
、
明
治
政
府
は
財
政
困
難
が
い
よ
い
よ
そ
の
深
刻
度
を
加
え
た
た
め
、
通
貨
政
策
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
歳
入
増

加
を
は
か
る
と
と
も
に
、
物
価
騰
貴
を
も
抑
制
す
る
こ
と
の
で
き
る
方
策
を
探
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
十
三
年
八
月
十
六
日
「
大
臣
・
参
議
を
召
し
て
地
租
米
納
論
の
可
否
を
論
ぜ
し
め
た
ま
ぶ
」
と
「
明
治
天
皇
紀
」
に
記
述
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
地
租
米
納
論
が
イ
ン
フ
レ
対
策
と
し
て
き
わ
め
て
特
異
な
着
想
で
あ
る
点
に
関
心
を
ひ
か
れ
る
も
の
が
あ
る
と

思
う
。
単
に
通
貨
供
給
量
の
減
縮
に
よ
っ
て
物
価
騰
貴
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
地
租
米
納
制
を
通
じ
て
政
府
の
米

価
調
整
機
能
を
拡
充
し
、
諸
物
価
安
定
の
基
礎
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
構
想
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
主
張
の
根
拠
は
か
つ
て
地
租

改
正
が
論
ぜ
ら
れ
た
時
と
同
じ
よ
う
に
納
税
の
公
平
性
に
あ
り
、
そ
の
公
平
性
の
観
念
が
情
勢
の
推
移
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
地
租
米
納
論
を
唱
え
る
者
は
参
議
大
木
喬
任
・
黒
田
清
隆
で
あ
り
、
右
大
臣
岩
倉

県
視
も
ま
た
意
見
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
意
見
は
採
用
さ
れ
る
に
至
ら
ず
、
大
隈
重
信
・
伊
藤
博
文
に
命

じ
て
新
に
財
政
政
策
を
調
査
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
財
政
緊
縮
政
策
と
し
て
「
財
政
更
革
ノ
議
」
が
提
案
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
地
租
米
納
論
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
右
大
臣
岩
倉
具
視
が
同
年
八
月
閣
議
に
附
し
た
「
財
政
二
関
ス
ル
要
件
」
を
見
る
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明
治
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
地
租
米
納
論

と
次
の
よ
う
な
方
策
の
実
施
を
提
議
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
第
一
「
地
租
法
に
修
正
ヲ
加
へ
以
テ
農
工
商
ノ
平
均
ヲ
保
タ
シ
メ
ン
ト
シ
」

　
第
二
「
海
外
ノ
直
貿
易
ヲ
興
シ
以
テ
其
利
ヲ
収
ム
ル
コ
ト
ヲ
励
サ
ン
ト
シ
」

　
第
三
「
各
地
方
ノ
起
業
ヲ
保
護
ス
ル
コ
ト
ヲ
勉
メ
シ
メ
ン
ト
ス
」

の
三
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
件
の
実
施
を
提
議
す
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
的
に
強
衰
弱
肉
の
情
勢

に
あ
り
、
そ
の
勝
敗
は
貿
易
の
盛
衰
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
状
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貿
易
に
お
い
て
勝
算
を
占
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
は
常
に
貿
易
上
の
利
を
収
め
る
こ
と
が
な
く
、
国
家
の
命
脉
を
維
持
す
る
こ
と
も
困
難
な
状

態
に
陥
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
結
果
を
ま
ね
く
に
至
っ
た
原
因
は
、
工
商
の
道
を
賤
業
視
す
る
慣
習
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
政
府

ハ
断
然
ト
此
慣
習
ヲ
打
破
シ
、
工
商
ノ
業
ヲ
重
ン
シ
貿
易
ノ
不
利
ヲ
挽
回
ス
ル
策
ヲ
決
行
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
き
わ
め
て

強
い
重
商
主
義
思
想
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
さ
き
に
あ
げ
た
三
件
の
方
策
を
提
議
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
の
地
組
紐
に
修
正
を
加
え

る
案
は
、
「
田
畑
ノ
地
租
其
ノ
十
分
ノ
ニ
半
ハ
現
穀
ヲ
以
テ
貢
納
セ
シ
ム
ヘ
キ
事
」
で
あ
る
。
岩
倉
は
米
価
騰
貴
ひ
い
て
は
物
価
騰

貴
、
さ
ら
に
貿
易
収
支
不
均
衡
を
も
た
ら
し
た
の
は
主
に
地
租
を
金
納
制
に
し
た
こ
と
に
渕
源
す
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
物
価

騰
倉
の
原
因
は
不
換
紙
幣
増
発
に
あ
る
と
い
う
意
見
に
対
し
て
は
、
そ
の
影
響
は
免
れ
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
を
全
面
的
に
承
認
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
反
論
す
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
「
紙
幣
増
発
ノ
一
点
二
帰
ス
ル
ハ
未
タ
大
計
ヲ
詳
カ
ニ
セ
サ
ル
ノ
偏
見
二
流
ル
ル
モ
ノ
ニ
非
ラ
サ
ル
カ
、
今
ヤ
幾
分
ノ
米
納
ヲ
回

　
復
ス
ル
ニ
非
レ
ハ
決
シ
テ
財
政
ノ
大
困
難
ヲ
匡
済
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
」
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ど
、
財
政
・
経
済
の
困
難
を
打
開
す
る
に
は
、
地
租
の
一
部
分
を
米
納
制
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

　
地
租
の
四
分
の
一
を
米
納
に
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
論
拠
を
岩
倉
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
全
国
の
人
口
三
、
四
八
〇
万

余
に
対
し
て
平
年
米
作
約
三
、
二
〇
〇
万
石
で
あ
る
。
地
租
金
納
制
が
実
施
さ
れ
て
以
来
、
農
家
に
余
裕
を
生
じ
漸
次
稗
粟
甘
薯
等

の
代
り
に
米
を
常
食
と
す
る
風
習
に
移
っ
た
た
め
、
士
商
工
及
び
雑
業
者
の
食
料
に
供
す
べ
き
米
の
欠
乏
を
告
げ
米
を
輸
入
す
る
状

態
に
な
り
、
米
価
は
愈
々
沸
騰
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

　
「
田
畑
ノ
地
租
総
額
ハ
三
千
七
百
万
円
ナ
リ
、
之
ヲ
改
正
以
前
ノ
租
米
回
す
一
百
五
拾
万
石
二
対
シ
、
全
国
ノ
米
価
平
均
一
石
八

　
円
ヲ
以
テ
之
ヲ
算
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
金
額
九
千
二
百
万
円
ナ
リ
、
此
内
三
千
七
百
万
円
ヲ
政
府
二
貢
納
シ
、
其
余
五
千
五
百
万
円

　
ハ
農
民
ノ
利
益
ニ
シ
テ
毎
年
其
富
ヲ
増
殖
ス
ル
ノ
計
算
二
当
レ
リ
」

　
し
た
が
っ
て
地
租
の
一
部
を
現
米
を
も
っ
て
納
付
せ
し
め
、
そ
の
米
穀
を
も
っ
て
政
府
に
お
い
て
米
価
調
整
・
物
価
抑
制
政
策
を

行
な
う
手
段
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
す
で
に
、
明
治
十
年
に
、
米
価
下
落
の
場
合
に
は
農
民
の
納
税
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
地
租
の
半
額
は
、
代
米
納
を
認
め
る

制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
米
価
騰
貴
の
場
合
に
も
地
租
の
四
分
の
一
を
米
納
と
す
る
制
度
を
実
施
し
て
も
何
等
不

合
理
な
点
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
米
納
制
の
実
施
に
よ
っ
て
政
府
の
管
理
に
移
さ
れ
る
現
米
二
一
七
万
石
の
内
、
運
輸
不
便
そ

の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
お
い
て
時
価
を
も
っ
て
売
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
六
、
七
〇
万
石
と
見
積
っ
て

も
、
一
五
〇
万
石
は
東
京
・
大
阪
等
の
都
市
に
貯
蔵
し
得
る
。
こ
れ
を
米
価
調
節
の
手
段
に
し
て
糶
売
を
行
な
え
ば
、
米
価
は
自
ら

下
落
に
赴
く
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
政
府
の
貯
蔵
米
を
増
加
し
、
将
来
余
剰
分
を
輸
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
正
貨
を
吸
収
す
る
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こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
米
価
が
二
石
六
円
五
〇
銭
ま
で
下
落
し
た
と
し
て
も
、
地
租
改
正
の
全
国
平
均
米
価
凡
そ
四
円
三
十
二

銭
に
比
較
し
て
尚
一
石
二
円
の
差
が
あ
り
、
そ
れ
だ
け
歳
入
増
加
を
も
た
ら
し
紙
幣
償
還
の
原
資
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
地

租
米
納
制
の
利
点
を
説
明
し
て
い
る
。

　
岩
倉
具
視
の
地
租
米
納
論
と
同
じ
く
、
地
租
の
四
分
の
一
を
米
納
と
す
る
こ
と
が
財
政
困
難
を
速
か
に
救
治
す
る
唯
一
の
方
法
で

あ
る
と
主
張
す
る
「
財
政
意
見
書
」
が
「
大
隈
文
書
」
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
筆
者
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
執
筆
の
年
月

日
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
洋
銀
対
策
と
し
て
の
政
府
に
よ
る
銀
貨
売
出
額
が
四
五
〇
万
円
を
起
え
た
こ
と
、
明
治
十
二
年
度
の

銀
貨
海
外
流
出
高
が
九
〇
〇
万
円
余
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
米
価
が
十
円
以
上
に
な
っ
た
こ
と
等
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
点
よ
り
、

こ
の
意
見
書
は
明
治
十
三
年
中
期
以
降
の
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
地
租
の
一
部
を
米
納
に
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
岩
倉
の
意
見
に
比
べ
て
一
層
強
く
農
家
に
偏
重
す
る
利

益
を
排
除
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
「
財
政
意
見
書
」
の
筆
者
は
財
政
困
難
が
殆
ん
ど
窮
極
に
陥
っ
た
原
因
に
つ
い
て
、

　
　
「
其
因
由
固
ョ
リ
一
ニ
シ
テ
止
マ
ラ
ス
ト
雖
ト
モ
、
其
根
源
ヲ
究
ム
ル
ト
キ
ハ
全
ク
輸
出
入
ノ
不
権
衡
ョ
リ
生
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、

　
此
不
権
衡
二
由
ッ
テ
種
々
ノ
患
害
ヲ
起
セ
シ
ナ
り
」

と
い
う
見
解
に
立
っ
て
、
貿
易
収
支
不
均
衡
が
正
貨
の
流
出
を
招
き
、
そ
れ
に
加
え
て
為
替
投
機
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
洋

銀
相
場
が
暴
騰
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
紙
幣
は
国
内
の
資
金
需
要
に
応
じ
て
発
行
さ
れ
て
お
り
、
紙
幣
増
発
が
洋
銀
相
場
騰
貴

の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
輸
人
超
過
の
根
源
を
確
認
し
、
そ
れ
を
救
治
す
る

方
策
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
と
提
議
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
対
数
意
見
書
」
は
輸
入
超
過
の
根
因
は
、
地
租
金
納
に
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
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７
地
租
改
正
石
代
上
納
ノ
制
行
ハ
レ
農
民
暴
富
ノ
幸
ヲ
得
テ
ョ
リ
…
…
農
民
ノ
富
一
歩
進
メ
ハ
輸
入
品
モ
亦
一
歩
ヲ
進
ム
ル
ハ
自

　
然
ノ
勢
ナ
リ
、
加
プ
ル
ニ
地
租
改
正
二
由
テ
租
税
ヲ
減
シ
タ
ル
ハ
目
今
ノ
米
価
ヲ
以
テ
之
ヲ
算
ス
レ
ハ
凡
ソ
旧
額
ノ
十
分
一
ニ
当

　
ル
ヘ
ク
、
其
金
納
タ
ル
ヲ
以
テ
収
穫
ノ
米
穀
は
農
民
ノ
手
二
止
マ
リ
、
自
ラ
売
買
ノ
権
ヲ
掌
握
ス
ル
ヲ
以
テ
米
価
ノ
昴
貴
ヲ
醸
成

　
ス
ル
一
大
原
因
ト
ナ
リ
、
随
テ
諸
色
ノ
高
価
ヲ
促
シ
今
日
ノ
影
響
ヲ
見
ル
ナ
り
」

　
地
租
改
正
に
当
っ
て
の
金
納
税
額
は
、
米
価
平
均
凡
そ
四
円
弐
拾
五
銭
を
も
っ
て
算
出
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
米
価
八
円
五
拾

銭
に
上
昇
し
た
場
合
、
農
民
は
地
税
の
半
額
を
免
除
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
米
価
が
拾
円
以
上
に
騰
貴
し
た
結
果
、
農
民
は

　
「
望
外
ノ
僥
倖
」
を
得
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
「
米
納
ノ
幾
分
ヲ
復
ス
ル
ハ
農
民
過
当
ノ
恩
恵
ヲ
適
宜
二
限
制
シ
、
以
テ
輸
入
ノ
増
進
ヲ
防
キ
、
諸
色
ノ
騰
貴
ヲ
抑
へ
、
危
急
ノ

　
財
政
ヲ
挽
回
セ
ン
ト
欲
ス
ル
所
以
ナ
貼
」

と
、
地
租
の
四
分
の
一
を
米
穀
に
よ
っ
て
納
付
せ
し
め
る
制
度
が
、
歳
入
を
増
加
す
る
と
と
も
に
、
農
業
者
が
大
幅
に
租
税
負
担
を

軽
減
さ
れ
て
い
る
点
を
是
正
し
、
課
税
の
公
平
性
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
米
価
調
節
の
権
を
政
府
の
手
に
掌
握

し
、
物
価
安
定
の
基
礎
的
条
件
を
形
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
い
で
、
こ
の
地
租
米
納
論
者
は
農
民
の
一
部
の
み
が
恩
恵
を
受
け
、
士
商
工
が
困
難
を
蒙
る
税
法
の
不
備
を
是
正
す
る
た
め
に
、

地
租
の
幾
分
を
米
納
制
に
変
革
し
て
米
価
調
整
の
権
限
を
政
府
が
保
有
す
る
場
合
、
米
価
が
低
下
す
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
が
決
し
て
農
民
に
多
大
の
犠
牲
を
強
い
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
弁
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

　
　
「
目
下
一
石
拾
円
ノ
米
価
八
七
円
二
低
落
ス
ル
ヤ
必
セ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
農
民
八
三
割
ノ
収
得
ヲ
減
ス
ル
カ
如
シ
ト
雖
ト
モ
、
米

　
価
ノ
下
ル
ニ
随
ヒ
諸
色
ノ
価
モ
亦
低
落
ス
ル
ヲ
以
テ
消
費
ス
ル
所
ノ
対
自
カ
ラ
減
シ
、
其
受
ク
ル
所
ノ
実
益
二
格
別
ノ
差
異
ナ
キ
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ハ
己
二
前
二
陳
ス
ル
カ
如
ク
、
加
フ
ル
ニ
拾
円
ノ
米
価
七
円
二
下
ル
モ
地
租
改
正
ノ
恩
恵
二
比
ス
レ
ハ
尚
百
分
ノ
二
分
五
厘
ヲ
百

　
分
ノ
一
分
五
厘
二
減
シ
タ
ル
ト
同
シ
、
即
チ
年
々
凡
ソ
千
六
百
万
円
ヲ
全
国
ノ
農
民
二
配
賦
ス
ル
ノ
理
由
ナ
貼
」

と
、
地
租
の
四
分
の
三
が
金
納
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
民
の
租
税
負
担
が
過
重
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
説
い
て
い

る
。
ま
た
地
租
米
納
に
反
対
し
て
農
民
騒
擾
の
生
起
す
る
こ
と
を
危
惧
す
る
批
判
に
対
し
て
は
、

　
　
「
農
ヲ
富
ス
ヲ
以
テ
富
強
ノ
本
ト
ス
ル
モ
、
教
育
ノ
位
地
ヲ
進
メ
サ
レ
ハ
之
二
与
フ
ル
ノ
富
裕
ハ
却
テ
弊
害
ヲ
醸
ス
ニ
近
シ
、
況

　
ン
ヤ
其
余
裕
ノ
財
ヲ
以
テ
之
ヲ
輸
入
品
二
抛
チ
輸
入
増
進
ヲ
助
ク
ル
ヲ
勺
」

と
述
べ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
四
民
平
等
を
原
則
と
し
た
維
新
思
想
に
反
す
る
封
建
的
身
分
制
度
の
観
念
が
地
租
米
納
論
の
根
底
に
残

存
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
米
価
騰
貴
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
者
は
、
全
国
人
口
の
四
〇
％
を
占
め
る
農
民

人
口
の
全
部
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
半
数
の
大
農
夫
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
紙
幣
価
値
下
落
を
イ
ン
フ
レ
の
原
因
と
す
る
議
論
に
対
し
て
は
、
「
財
政
意
見
書
」
の
筆
者
は
、
「
金
銀
塊
及
真
価
ア
ル
者
ヲ
政

府
二
有
ス
ル
」
こ
と
が
紙
幣
価
値
安
定
の
根
本
で
あ
る
と
回
答
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
「
地
租
改
正
己
前
二
在
テ
ハ
政
府
壱
千
万
石
余
ノ
米
穀
ヲ
所
有
ス
ル
ニ
ア
リ
暗
二
紙
幣
抵
当
タ
ル
カ
如
ク
ナ
リ
シ
ニ
、
改
正
後
ハ

　
政
府
ノ
収
入
ス
ル
所
信
此
紙
幣
ニ
シ
テ
真
価
ア
ル
米
穀
ノ
一
粒
ヲ
有
セ
サ
ル
ニ
至
リ
、
自
ラ
抵
当
ヲ
失
シ
タ
ル
ノ
形
ト
ナ
リ
今
日

　
ノ
勢
ヲ
肋
ケ
タ
白
」

と
、
地
租
金
納
が
紙
幣
価
値
下
落
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
説
き
、
し
た
が
っ
て
、

　
　
「
米
納
ノ
幾
分
ヲ
復
ス
ル
ハ
即
チ
紙
幣
ノ
抵
当
ヲ
備
フ
ル
モ
ノ
ト
見
做
ス
モ
亦
不
可
ナ
カ
ル
ヘ
シ
」

と
考
え
、
地
租
米
納
制
は
紙
幣
の
価
値
を
保
証
す
る
物
件
を
確
保
す
る
要
因
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
こ
の
見
解
は
地
租
改
正
以
前
の
現
石
納
時
代
に
お
い
て
も
政
府
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
金
札
の
価
値
が
必
ず
し
も
安
定
し

て
い
な
か
っ
た
事
実
を
看
過
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
物
価
騰
貴
を
抑
制
す
る
政
策
と
し
て
地
租
米
納
制
の
実
施
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
「
大
隈
文
書
」
の
中
に
保
存
さ
れ

て
い
る
「
論
説
」
と
題
す
る
資
料
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
大
蔵
省
罫
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
筆
者
は
明
ら
か

で
な
い
。
こ
の
資
料
作
成
年
月
は
、
そ
の
中
に
横
浜
正
金
銀
行
の
業
務
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
明
治
十
二
年
の
米
作
豊
饒
の
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
点
か
ら
、
明
治
十
三
年
三
月
以
降
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

　
こ
の
「
論
説
」
も
ま
た
、
「
財
政
意
見
書
」
と
同
様
に
、

　
「
現
今
我
カ
国
財
政
ノ
尤
モ
困
難
ナ
ル
ハ
固
ヨ
リ
種
々
ノ
支
流
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
其
本
源
ヲ
尋
ヌ
レ
ハ
輸
出
ノ
輸
入
二
及
ハ
サ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

　
ヨ
リ
真
貨
ノ
払
底
ト
ナ
リ
、
此
払
底
ナ
ル
ヨ
リ
通
貨
ト
非
常
ノ
差
格
ヲ
生
シ
、
終
二
物
価
ノ
沸
騰
ト
ナ
レ
リ
」

と
し
て
、
貿
易
収
支
の
不
均
衡
を
是
正
し
物
価
騰
貴
を
控
制
す
る
た
め
に
は
、
地
租
の
四
分
の
一
を
現
穀
を
も
っ
て
収
納
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
地
租
の
一
部
を
現
穀
納
に
す
る
論
拠
に
つ
い
て
は
、

　
「
改
正
価
格
ヨ
リ
低
下
ナ
ル
ト
キ
八
二
分
ノ
一
ハ
現
穀
ヲ
公
納
セ
シ
ム
ル
ノ
法
律
ア
リ
、
之
ニ
対
シ
テ
改
正
価
格
ヨ
リ
高
騰
ナ
ル

　
モ
四
分
ノ
一
ヲ
徴
収
ス
ル
ニ
何
ソ
其
不
可
ヲ
論
ス
ル
ヲ
得
ン
ヤ
」

と
、
岩
倉
具
視
と
同
じ
趣
旨
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
地
租
金
納
制
の
不
利
益
を
唱
え
る
農
民
の
要
請
に
応
え
て
、
明
治

十
年
十
一
月
二
十
二
日
に
制
定
さ
れ
た
田
租
半
額
の
代
米
納
制
を
援
用
し
、
地
租
負
担
の
公
平
性
を
維
持
す
る
に
は
、
地
租
金
納
制

に
よ
る
利
益
を
減
殺
す
る
た
め
に
、
地
租
四
分
の
一
の
代
米
納
制
を
実
施
す
る
こ
と
に
何
ら
不
合
理
な
点
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
よ
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う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
は
、
明
治
十
年
の
地
租
代
米
納
制
は
農
民
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

代
米
納
を
農
民
の
選
択
に
任
せ
る
制
度
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
イ
ン
フ
レ
対
策
と
し
て
の
地
租
米
納
制
は
農
民
の
利
益
を
削
減
し
、

し
か
も
現
穀
納
付
を
強
制
す
る
制
度
で
あ
る
点
に
相
違
の
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
地
租
の
一
部
を
米
納
と
す

る
点
に
お
い
て
は
両
者
が
同
じ
納
税
方
式
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
本
質
は
全
く
異
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
「
論
説
」
の
筆
者
は
、
こ
の
地
租
現
穀
納
制
に
よ
っ
て
、
米
一
八
七
万
五
千
石
麦
一
一
二
万
五
千
石
を
領
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
推
計
し
、

　
　
「
領
収
セ
シ
米
麦
ハ
直
チ
ュ
之
ヲ
発
売
セ
ス
シ
テ
各
地
方
ニ
保
蓄
セ
ハ
、
所
謂
倉
廩
充
実
、
天
下
復
米
価
沸
騰
ノ
憂
ナ
カ
ル
ヘ

　
シ
、
若
シ
沸
騰
ノ
色
ア
ル
ト
キ
ハ
倉
廩
ヲ
啓
テ
之
ヲ
糶
売
シ
、
所
謂
常
平
ノ
実
ヲ
挙
行
ス
ル
ヲ
得
ヘ
キ
ナ
リ
、
夫
レ
此
ノ
如
ク
倉

　
廩
充
実
ス
レ
ハ
米
価
沸
騰
ス
ル
ナ
ク
、
日
常
ノ
諸
品
モ
随
テ
低
廉
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
得
心
」

と
、
約
三
〇
〇
万
石
の
米
麦
を
保
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
府
は
米
価
調
整
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
岩
倉
具
視
の
意
見
と
同
じ
く
封
建
的
観
念
に
も
と
づ
い
て
、
農
民
層
に
お
け
る
米
食
慣
習
の
浸
漫
か
米
穀
供
給
の
減
少
、

米
価
騰
貴
の
原
因
で
あ
る
と
述
べ
、
農
民
が
雑
穀
併
食
の
旧
慣
に
復
帰
す
る
よ
う
な
状
態
を
造
出
す
る
こ
と
が
米
価
調
節
の
効
果
を

増
進
す
る
条
件
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
「
農
民
二
於
テ
ハ
既
二
其
所
穫
ノ
米
麦
ヲ
官
廩
二
貢
納
セ
シ
ニ
由
リ
、
些
少
ノ
食
米
ヲ
減
シ
、
之
二
代
フ
ル
ニ
他
ノ
雑
穀
ヲ
以
テ

　
シ
幾
分
ヵ
旧
慣
二
復
ス
ル
ヲ
得
テ
、
終
二
巨
多
ノ
残
糧
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
ラ
ン
、
果
シ
テ
此
ノ
如
キ
ハ
翌
年
予
メ
秋
穫
ノ
景
況
ヲ
熟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

　
察
ス
ル
ノ
後
、
之
ヲ
海
外
二
発
売
ス
ル
ヲ
得
ヘ
キ
ナ
リ
」

　
地
租
米
納
制
に
よ
っ
て
政
府
保
有
米
を
確
保
し
、
米
価
調
整
の
手
段
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
米
穀
の
国
内
消
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費
量
を
削
減
し
て
、
そ
の
輸
出
機
会
を
造
出
し
貿
易
収
支
を
改
善
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
論
説
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
主
張
は
、
全
国
反
別
二
五
〇
万
町
歩
、
そ
の
収
穫
高
三
、
〇
〇
〇
万
石
の
内
わ
ず
か
三
〇
〇
万
石
の
現
穀
を
収
納
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
果
し
て
米
価
調
節
の
権
能
を
政
府
に
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
の
点
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
楽
観
的
な
議
論
で

あ
り
、
ま
た
農
民
の
米
食
慣
習
を
非
難
す
る
点
は
反
維
新
的
な
思
想
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
地
租
米
納
論
の
主
唱
者
と
い
わ
れ
る
参
議
大
木
喬
任
・
黒
田
清
隆
の
建
議
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
そ
の
原
本
を
見
る
機
会
を
得
な

い
の
で
、
「
明
治
天
皇
紀
」
に
抄
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
内
容
は
前
述
の
岩
倉
具
視
の
地
租
修
正

論
、
「
大
隈
文
書
」
中
の
「
財
政
意
見
書
」
「
論
説
」
と
大
差
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
大
木
喬
任
は
明
治
十
三
年
五
月
の
大
隈
重
信
に
よ
る
正
金
通
用
制
度
樹
立
の
た
め
の
外
債
募
集
案
に
反
対
し
て
、
物
価
騰
倉
抑
制

の
た
め
に
は
地
租
米
納
制
に
復
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
大
木
は
米
価
騰
貴
が
諸
物
価
を
引
き
上
げ
る
根
源
と
な
っ

て
い
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
租
の
全
部
あ
る
い
は
止
む
を
得
な
い
場
合
に
は
地
租
の
二
分
の
一
を
米
納
と
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
政
府
が
米
価
調
節
の
権
能
を
掌
握
し
て
米
価
の
平
準
を
は
か
れ
ば
、
諸
物
価
を
制
肘
す
る
こ
と
と
な
り
、
ひ
い
て
は
輸
入
抑
制

の
効
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
黒
田
清
隆
の
意
見
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
「
財
政
意
見
書
」
と
同
じ
く
、
財
政
困
難
の
原
因
は
輸
出
入
の
不
平
均
に
あ
る
と
す

る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
輸
入
の
増
進
は
米
価
騰
貴
に
よ
り
独
り
暴
富
を
得
て
い
る
農
民
の
外
国
製
品
に
対
す
る
旺
盛
な

需
要
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら
に
農
民
層
の
米
食
量
増
大
が
米
価
騰
貴
、
輸
入
増
大
を
助
長
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
弊
害

は
地
租
金
納
制
に
よ
っ
て
米
穀
供
給
の
権
利
か
農
民
に
占
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

弊
害
を
除
去
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
地
租
の
幾
分
を
米
納
と
し
、
政
府
に
お
い
て
米
価
調
節
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
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張
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
見
て
き
た
地
租
米
納
論
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
明
治
十
年
代
前
半
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
、
果
し
て
地
租
金
納
制
に
帰

因
す
る
の
で
あ
る
の
か
。
米
納
論
者
の
論
旨
を
見
る
と
、
物
価
問
題
を
実
物
面
か
ら
接
近
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
と

は
い
え
、
貨
幣
面
か
ら
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
点
に
お
い
て
不
徹
底
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

き
わ
め
て
偏
倚
な
身
分
制
度
意
識
に
も
と
づ
く
政
策
論
の
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
米
価
騰
貴

に
よ
っ
て
地
租
納
付
者
が
享
受
す
る
利
益
を
不
公
平
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
立
場
は
、
士
族
・
商
工
業
者
の
側
の
も
の
で

あ
り
、
地
租
改
正
問
題
が
論
議
さ
れ
た
際
の
納
税
公
平
性
の
原
理
を
偽
装
し
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
主
張
で
あ
る
。

明
治
十
三
年
八
月
に
物
価
騰
貴
の
原
因
は
地
租
金
納
制
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
フ
レ
抑
制
策
と
し
て
地
租
の
一
部
を
米
納
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と
す
る
制
度
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
建
議
が
大
臣
・
参
議
等
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
地
租
金
納
制
度
は
明
治
六
年

七
月
二
十
八
日
公
布
の
地
租
改
正
条
例
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
地
租
米
納
制
度
の
弊
害
を
説
き
、
そ
の
改
革

の
必
要
性
に
つ
い
て
の
論
説
は
明
治
二
年
の
頃
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
明
治
初
期
の
地
租
改
正
論
に
関
す
る
基
本
的
な

資
料
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
神
田
孝
平
に
よ
る
明
治
三
年
六
月
の
「
田
租
改
革
建
議
」
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
建
議
に
お
い

て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
租
米
納
制
度
が
検
地
・
検
見
・
石
庭
の
点
に
お
い
て
課
税
基
準
が
不
明
確
で
あ

り
、
貢
米
輸
送
の
減
耗
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
ま
た
現
穀
を
現
金
化
す
る
過
程
に
お
い
て
歳
入
予
算
を
確
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で

あ
る
等
の
弊
害
を
と
も
な
り
も
の
で
あ
る
上
に
、
特
に
こ
の
よ
う
な
徴
税
制
度
は
納
税
者
に
対
し
て
き
わ
め
て
不
公
平
な
も
の
と
な

っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
弊
害
を
排
除
す
る
た
め
に
、
地
価
を
定
め
て
地
租
の
課
税
基
準
を
明
確
に
し
、
課
税
率
を
確
定
し
て
金
納
制

を
実
施
し
、
納
税
の
公
平
性
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
地
租
改
正
に
つ
い
て
の
明
治
四
年
五
月
晦
日
の
民
部
省
稟
議
書
に
、

　
　
「
税
法
ノ
平
均
ナ
ル
ヲ
尚
フ
ハ
固
ト
論
ヲ
特
タ
ス
ト
雖
ト
モ
、
本
邦
ノ
財
賦
ハ
独
り
農
民
ノ
負
担
ス
ル
所
ト
為
リ
、
士
及
ヒ
商
工

　
ノ
如
キ
ハ
分
毫
モ
租
税
ヲ
納
ル
無
ク
、
而
シ
テ
政
府
ノ
保
護
ヲ
受
ク
。
是
レ
同
一
人
民
ニ
シ
テ
其
ノ
労
苦
ノ
懸
隔
ス
ル
斯
ノ
如
ク

　
夫
レ
甚
シ
キ
ュ
至
ラ
シ
ム
。
宜
ク
当
サ
ニ
大
二
旧
制
ヲ
釐
革
シ
、
重
ヲ
減
シ
軽
ヲ
増
シ
以
テ
天
下
ノ
民
産
ヲ
シ
テ
平
均
ヲ
得
セ
シ

　
ム
ヘ
キ
ナ
リ
」

と
あ
る
よ
う
に
、
地
租
改
正
論
は
封
建
的
身
分
制
度
撤
廃
と
い
う
維
新
思
想
を
根
基
と
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
四
民
平
等
の
原
理
に

も
と
づ
き
租
税
負
担
の
公
平
性
の
実
現
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
地
租
を
金
納
制
あ
る
い
は
石
代
納
制
に
し
た
結
果
、
米
価
下
落
の
場
合
納
税
者
の
負
担
は
重
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
八
・
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九
年
の
豊
作
に
よ
っ
て
米
価
下
落
し
、
そ
の
た
め
に
課
税
基
準
地
価
の
改
正
、
あ
る
い
は
石
代
相
場
の
更
正
を
要
求
す
る
農
民
騒
擾

が
激
し
く
な
っ
た
。
そ
の
対
策
と
し
て
、
地
租
の
一
部
を
米
納
に
し
、
米
価
調
節
を
は
か
る
べ
き
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

明
治
十
年
四
月
十
三
目
付
の
大
蔵
省
租
税
局
に
よ
る
太
政
官
へ
の
伺
案
に
は
、
地
租
代
米
納
の
趣
旨
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

　
「
地
租
ハ
当
分
民
ノ
情
願
ニ
任
セ
該
年
田
租
納
額
ノ
五
歩
通
迄
ハ
従
前
貢
納
石
代
相
場
ノ
方
法
ヲ
用
ヒ
、
該
年
ノ
相
場
ヲ
以
テ
金

　
ニ
換
ル
ニ
米
ヲ
以
テ
ス
ル
ノ
事
ヲ
許
シ
、
其
納
入
セ
シ
米
額
ハ
当
省
ノ
都
合
ヲ
以
テ
回
漕
又
は
売
却
ス
ル
等
、
其
時
々
便
宜
所
分

　
ノ
儀
御
許
可
相
成
度
、
然
ル
ニ
於
テ
ハ
漸
次
金
融
ノ
便
利
ヲ
開
キ
米
価
平
準
ノ
権
衡
ヲ
得
ル
ニ
至
り
自
ラ
金
納
ノ
便
ヲ
知
ル
ニ
可

　
至
儀
ト
奉
存
候
」

　
米
価
低
落
の
場
合
地
租
金
納
が
農
民
に
与
え
る
不
利
益
を
救
済
す
る
た
め
に
、
明
治
十
年
十
一
月
二
十
二
目
政
府
は
太
政
官
布
告

第
八
十
号
を
も
っ
て
、

　
「
地
租
金
ノ
内
田
方
ニ
限
り
当
分
人
民
ノ
情
願
ニ
任
セ
半
額
其
府
県
ノ
地
租
改
正
ニ
用
ヒ
タ
ル
相
場
ヲ
以
テ
代
米
納
差
許
候
事
」

と
定
め
た
。
す
な
わ
ち
地
租
の
半
額
は
金
納
の
代
り
に
米
穀
納
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
明
治
二
十
二
年
九
月
二
十

八
日
ま
で
廃
止
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ま
た
地
租
代
米
納
の
変
型
と
し
て
、
同
年
十
一
月
二
十
九
日
に
、
大
蔵
省
達
乙
第
三
十

九
号
に
よ
っ
て
預
り
米
の
制
度
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
も
地
租
改
正
の
際
地
価
算
定
に
用
い
た
米
価
に
比
し
時
価
が
下
落
し
た
時
に

限
り
、
地
租
第
三
納
期
以
後
納
付
す
べ
き
金
額
の
半
額
ま
で
を
納
付
金
抵
当
と
し
て
の
代
米
を
政
府
に
お
い
て
預
り
米
と
し
て
保
管

し
、
米
価
騰
貴
の
時
期
に
抵
当
米
を
売
却
し
て
金
納
を
実
行
せ
し
め
る
制
度
で
あ
っ
て
、
地
租
納
付
者
の
負
担
の
軽
減
を
は
か
る
便

法
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
っ
て
、
地
租
の
一
部
は
金
納
の
代
り
に
現
米
を
も
っ
て
納
付
す
る
と
い
う
制
度
が
、
明
治
十
年
以
降
採
用
さ

れ
て
い
た
。
納
税
の
公
平
性
の
原
則
に
し
た
が
へ
ば
、
地
租
金
納
制
の
修
正
も
必
要
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
観
念
に
も
と
づ
き
、
明
治
十
三
年
の
米
価
暴
騰
に
際
し
、
地
租
金
納
制
の
下
で
は
地
租
納
付
者
の
み
が
利
益
を
亨
け
る
か
の
よ

う
な
状
態
に
な
っ
た
こ
と
を
、
納
税
の
公
平
性
に
反
す
る
も
の
と
見
る
主
張
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
明
治

十
三
年
の
地
租
米
納
論
は
地
租
の
一
部
を
米
納
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
米
価
騰
貴
か
ら
生
じ
る
地
租
納
付
者
の
利
益
を
削
減
す
る

一
方
、
収
納
米
を
政
府
管
理
の
下
に
お
い
て
米
価
調
節
の
手
段
に
利
用
し
、
イ
ン
フ
レ
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
見
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
は
納
税
公
平
性
の
原
理
を
曲
弁
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
地
税
負
担
者
が
果
し
て
不

当
な
利
益
を
得
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
・
か
。
そ
の
過
剰
利
益
と
い
わ
れ
る
も
の
は
名
目
的
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
地
租
の
一

部
米
納
制
が
イ
ン
フ
レ
抑
制
の
効
果
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
問
題
で
あ
る
。

　
明
治
初
年
以
来
地
租
収
納
額
は
経
常
歳
入
の
七
〇
２
八
○
％
を
占
め
て
い
た
。
明
治
十
二
年
度
の
地
租
収
入
は
四
、
一
八
八
万
円

余
で
あ
っ
て
、
経
常
歳
入
五
、
七
七
一
万
円
余
の
納
七
二
％
を
占
め
て
お
り
、
十
三
年
度
も
地
租
収
入
は
四
、
二
三
八
万
円
余
で
あ

っ
て
、
経
常
歳
入
五
、
八
○
三
万
円
余
の
約
七
三
％
に
当
る
も
の
で
あ
る
。
財
政
収
入
の
大
部
分
を
占
め
る
も
の
は
農
民
負
担
の
地

租
で
あ
っ
て
、
士
商
工
階
層
の
負
担
す
る
部
分
は
き
わ
め
て
些
少
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
租
米
納
論
者
の

目
指
す
と
こ
ろ
は
、
財
政
収
入
の
主
要
財
源
で
あ
る
地
租
を
米
穀
納
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歳
入
を
増
加
し
財
政
困
難
を
救
う
手

段
と
す
る
点
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
主
張
の
根
底
に
は
地
租
負
担
者
の
消
費
需
要
を
低
位
に
抑
制
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
潜
在
し
て
い

た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
地
租
米
納
論
者
が
い
う
よ
う
に
、
米
価
騰
貴
が
果
し
て
農
民
に
暴
富
を
取
得
せ
し
め
る
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
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う
か
。
玄
米
一
石
の
東
京
相
場
は
明
治
十
年
平
均
五
円
一
五
、
十
一
年
六
円
二
〇
で
あ
り
、
十
三
年
は
一
〇
円
一
三
で
あ
る
、
十
年

十
一
年
の
平
均
に
対
し
て
七
八
％
余
の
騰
貴
で
あ
る
。
地
租
米
納
論
の
あ
げ
て
い
る
米
価
は
紙
幣
価
格
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
農

民
の
享
受
す
る
利
益
が
き
わ
め
て
過
大
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
数
値
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
十
三
年
平
均
一
円
四
七
七
と
な
っ

て
い
る
洋
銀
相
場
に
よ
っ
て
米
価
を
換
算
す
れ
ば
六
円
八
五
で
あ
り
、
地
租
改
正
の
標
準
米
価
に
対
比
し
て
、
地
租
米
納
論
者
が
主

張
す
る
よ
う
な
多
額
の
利
益
を
も
た
ら
す
ほ
ど
の
騰
貴
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
貨
幣
制
度
調
査
会
」
作
成
の
「
米
価
騰
貴

ヨ
リ
生
ス
ル
地
租
負
担
軽
減
割
合
表
」
も
米
価
を
銀
相
場
に
換
算
し
て
、
十
二
年
の
全
国
平
均
米
価
五
円
七
八
、
十
三
年
の
そ
れ
は

六
円
二
八
と
し
、
総
収
穫
に
対
す
る
地
租
の
割
合
は
地
租
改
正
の
標
準
が
一
四
、
九
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
十
二
年
に
は
一
〇
、
八

％
、
十
三
年
に
は
一
〇
％
に
減
少
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
農
民
に
過
剰
利
潤
を
も
た
ら
す
も
の
と

さ
れ
る
米
価
騰
貴
の
原
因
を
追
究
す
る
点
に
お
い
て
米
納
論
者
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
地
租
の
四
分
の
一
を
米
穀
納
と
し
て
も
年
平
均
米
穀
生
産
量
三
、
二
〇
〇
万
石
余
の
内
約
二
一
七
万
石
を
収
納
し
得
る

に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
米
穀
生
産
量
の
十
分
の
一
以
下
の
数
量
を
以
て
、
米
価
調
節
の
効
果
を
達
成
し
得
る
と
主
張
す
る
地
租
米
納
論

者
の
論
拠
は
楽
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
財
政
困
難
の
原
因
が
貿
易
収
支
の
赤
字
に
あ
る
と
考
え
る
地
租
米
納
論
者
は
、
こ

の
よ
う
に
し
て
収
納
し
た
米
穀
を
政
府
の
管
理
下
で
輸
出
し
、
正
貨
獲
得
の
手
段
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
点
に
目
的
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
蔵
省
理
財
局
編
纂
の
「
明
治
年
間
米
価
調
節
沿
革
史
」
に
も
、
明
治
十
年
に
着
手
し
た
米
穀
輸
出
に
つ
い

て
。

　
「
政
府
ノ
米
穀
海
外
輸
出
ハ
米
価
調
節
ノ
目
的
ト
共
ニ
常
ニ
海
外
ニ
正
貨
ヲ
獲
得
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
有
セ
シ
モ
ノ
」

で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
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明
治
十
三
年
五
月
に
大
隈
重
信
か
提
議
し
た
外
債
募
集
案
は
、
国
際
収
支
に
お
け
る
貿
易
収
支
の
支
払
超
過
を
資
本
取
引
の
受
取

超
過
を
も
っ
て
均
衡
な
ら
し
め
、
銀
相
場
の
急
騰
を
鎮
静
し
よ
う
と
す
る
為
替
調
整
策
で
あ
っ
た
。
ま
た
八
月
に
岩
倉
・
大
木
・
黒

田
ら
の
政
府
首
脳
者
が
提
唱
し
た
地
租
米
納
諭
は
、
米
穀
の
流
通
経
路
を
修
正
し
て
、
諸
物
価
の
基
準
と
考
え
ら
れ
る
米
価
を
調
節

す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
実
物
面
か
ら
の
物
価
安
定
を
は
か
ろ
う
と
す
る
物
価
対
策
で
あ
っ
た
。
外
債
募
集
案
も
地
租
米
納
案
も
当
時

の
物
価
問
題
に
対
す
る
緊
急
政
策
と
し
て
、
物
価
騰
貴
の
原
因
と
見
ら
れ
る
も
の
の
一
つ
を
除
去
す
る
こ
と
を
目
指
す
急
使
的
方
法

を
提
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
の
方
策
も
採
用
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
前
者
は
外
債
に
依
存
す
る
点
で

不
可
と
さ
れ
、
後
者
は
米
納
制
回
復
に
と
も
な
り
社
会
的
不
穏
の
発
生
が
危
惧
さ
れ
る
点
で
否
決
さ
れ
た
、
そ
し
て
、
外
債
を
不
可

と
す
る
六
月
三
日
の
勅
諭
に
「
勤
倹
ヲ
本
ト
シ
テ
経
済
ノ
方
法
ヲ
定
ハ
」
と
あ
り
、
ま
た
地
租
米
納
制
を
不
可
と
す
る
九
月
十
八
日

の
勅
諭
に
「
経
費
上
痛
ク
節
減
ヲ
加
ヅ
と
あ
る
よ
う
に
、
財
政
・
経
済
の
困
窮
を
救
う
基
本
は
、
勤
倹
・
財
政
節
約
に
あ
る
こ
と

が
明
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
イ
ン
フ
レ
対
策
と
し
て
の
外
債
募
集
案
が
否
決
さ
れ
た
後
、
会
計
部
主
管
参
議
大
隈
重
信
・
伊
藤
博
文
・
寺
島
宗
則
及
び
大
蔵
卿

佐
野
常
民
が
財
政
取
調
べ
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
彼
ら
が
回
答
し
た
財
政
整
理
方
策
は
各
官
庁
経
費
三
〇
〇
万
円
を
削
減
し
て
紙
幣
消
却

原
資
金
と
す
る
案
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
案
は
大
修
正
を
受
け
わ
ず
か
に
五
〇
万
円
の
経
費
を
削
減
す
る
に
了
わ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て
ヽ
不
換
紙
幣
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
対
策
と
し
て
は
正
統
派
方
針
と
も
い
う
べ
き
財
政
緊
縮
・
紙
幣
消
却
を
目
指
す
通
貨
政
策

が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
地
租
米
納
制
復
活
案
が
否
決
さ
れ
た
後
、
大
隈
・
伊
藤
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
き
び
し
い
緊
縮
財
政
案
が
作
成
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち

　
「
財
政
更
革
ノ
議
」
で
あ
る
。
こ
の
建
議
は
酒
類
税
、
炳
草
税
の
増
徴
に
よ
っ
て
四
〇
〇
万
円
の
歳
入
増
加
を
得
、
地
方
税
増
徴
に
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よ
っ
て
地
方
交
付
金
二
〇
九
万
円
を
節
約
し
、
さ
ら
に
政
府
部
門
の
対
外
支
払
一
六
三
万
円
を
節
減
し
、
ま
た
行
政
整
理
に
よ
っ
て

一
五
〇
万
円
の
経
費
を
節
減
す
る
等
、
租
税
増
徴
と
歳
出
削
減
に
よ
っ
て
紙
幣
消
却
を
進
推
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
ぐ
の
で
あ

る
。
こ
の
国
民
的
勤
倹
節
約
を
基
本
理
念
と
す
る
イ
ン
フ
レ
対
策
は
そ
の
後
着
々
と
実
施
に
移
さ
れ
、
明
治
十
四
年
十
月
以
後
の
松

方
正
義
に
よ
る
通
貨
収
縮
・
準
備
金
蓄
積
・
兌
換
制
度
確
立
を
目
標
と
す
る
デ
フ
レ
政
策
へ
展
開
す
る
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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